
8広報ところざわ平成 29年 12月号

手話通訳あり 予約保育あり／★は12月1日㈮から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

▼
検
査
開
始
時
に
妻
の
年
齢
が
43
歳
未
満

▼
指
定
医
療
機
関
で
そ
ろ
っ
て
不
妊
検
査

を
受
診

助
成
限
度
額
　
２
万
円
（
１
回
限
り
）

◎
詳
細
は
市
HP
（

不
妊
検
査
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問 
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
づ
く
り
支
援
課

　
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
３

埼
玉
県
不
妊
相
談
窓
口

◆
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

日 
毎
週
火
・
金
曜
午
後
４
時
〜
５
時

場 
埼
玉
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

（
川
越
市
鴨
田
１
９
８
１
）

内 
専
門
医
に
よ
る
面
接
相
談

申 

同
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
９
‐
２
２
８
‐
３

６
７
４
に
電
話

◆
不
妊
・
不
育
症
・
妊
娠

　
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

日 
▼
毎
週
月
・
金
曜
…
午
前
10
時
〜
午
後

３
時
▼
第
１
・
３
土
曜
…
午
前
11
時
〜

午
後
３
時
、
午
後
４
時
〜
７
時

専
用
電
話

　

　
☎
０
４
８
‐
７
９
９
‐
３
６
１
３

問 
狭
山
保
健
所
☎
２
９
５
４
‐
６
２
１
２

第
三
者
が
あ
な
た
の
住
民
票
な
ど
を
取
得

し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
本
人
通
知
制
度

対 
市
に
住
民
登
録
か
本
籍
が
あ
る
方

通 

知
対
象

　
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
、

戸
籍
の
附
票
な
ど
の
▼
交
付
年
月
日
▼

交
付
し
た
証
明
書
の
種
類
・
通
数
▼
取

得
者
の
種
別
（
代
理
人
・
第
三
者
）

◎
取
得
者
の
個
人
情
報
は
通
知
し
ま
せ
ん
。

申 

問
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
を

市
役
所
１
階
市
民
課
☎
２
９
９
８
‐
９

０
８
７
に
直
接

所
沢
市
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
、
所
沢

駅
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
が
移
転
し
ま
す

　
所
沢
市
パ
ス
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
１

階
）、
所
沢
駅
サ
ー
ビ

ス
コ
ー
ナ
ー
（
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ビ
ル
１
階
）
が
、

３
月
上
旬
に
新
し
く
で

き
る
所
沢
駅
東
口
駅
ビ
ル
に
移
転
し
ま
す
。

　
移
転
に
伴
う
休
業
期
間
、
業
務
開
始
日

な
ど
は
、
決
定
次
第
、
市
HP
な
ど
で
お
知

３
歳
以
上
の
未
就
学
児

◆
か
し
の
木
学
園

場 
中
富
１
５
３
５
‐
３

　
☎
２
９
４
２
‐
４
０
２
４

対 
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
（
発
達
障
害

含
む
）
が
あ
る
未
就
学
児

◎
他
に
も
発
達
に
遅
れ
の
あ
る
児
童
が
訓

練
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
施
設
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
市
HP
（

こ
ど
も
福
祉
ガ
イ
ド
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

・
児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
母
な
ど

　
▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

◎
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除
く
保

険
診
療
分
の
医
療
費
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

手 

当
月
額

　
▼
児
童
が
１
人
…
４
２
、
２

９
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は
４
２
、

２
８
０
円
〜
９
、
９
８
０
円
（
一
部
支

給
）
▼
児
童
が
２
人
…
最
大
９
、
９
９

０
円
を
加
算
▼
児
童
が
３
人
以
上
…
１

人
に
つ
き
最
大
５
、
９
９
０
円
を
加
算

共 

通
事
項

　
▼
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年

の
年
度
末
ま
で
が
対
象
▼
申
請
が
必
要

▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、
生
計
が
同

じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所
得
制
限

あ
り
▼
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活
支

援
施
設
・
通
園
施
設
な
ど
除
く
）
な
ど

に
入
所
の
場
合
は
対
象
外

問 
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

不
妊
検
査
費
を
助
成

　
平
成
29
年
度
に
受
け
た
検
査
費
用
の
申

請
期
限
は
30
年
３
月
で
す
。

対 
次
の
全
て
を
満
た
す
夫
婦

　
▼
申
請
時
に
法
的
な
婚
姻
関
係
が
あ
る

問 

同
セ
ン
タ
ー
健
康
管
理
課

　
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

入 

札
日

　
１
月
25
日
㈭
①
午
前
10
時
〜
②

午
前
11
時
〜

申 

問
12
月
４
日
㈪
か

ら
市
役
所
４
階
管

財
課
で
配
布
す
る

案
内
を
ご
覧
の
上
、

申
請
書
を
１
月
12

日
㈮
〜
18
日
㈭
に

同
課
に
直
接

◎
案
内
は
、市
HP（

市
有
地
の
売
り
払
い
）で
も
入
手
で
き
ま
す
。

ら
せ
し
ま
す
。

問 
市
民
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
８
７

単
身
障
害
者
用
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト

救
急
時
の
医
療
情
報
を
自
宅
に
保
管

対 
市
内
在
住
で
64
歳
以
下
の
単
身
障
害
者

（
一
日
の
大
半
を
一
人
で
過
ご
す
場
合

含
む
）

申 
障
害
者
手
帳
を
市
役
所
１
階
障
害
福
祉

課
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
保
健
セ

ン
タ
ー
こ
こ
ろ
の
健
康
支
援
室
（
上
安

松
）・
市
内
各
消
防
署
・
分
署
、
相
談

支
援
事
業
所
に
直
接
（
代
理
可
）

問 
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

公
園
の
落
葉
を
堆
肥
な
ど
に

利
用
し
ま
せ
ん
か

　
所
沢
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
ー
ク
な
ど
公
園
や

緑
地
の
落
葉
を
掃
い
て
持
ち
帰
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

対 
市
内
在
住
の
方

問 
公
園
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
６

市
有
地
の
売
り
払
い
（
一
般
競
争
入
札
）

①
東
狭
山
ケ
丘
１
‐
10
‐
１

地
目
　
宅
地

公
簿
地
積
　
４
４
０
・
82
㎡

用
途
地
域
　
近
隣
商
業
地
域

②
若
狭
４
‐
２
９
９
７
‐
６

地
目
　
宅
地

公
簿
地
積
　
49
・
98
㎡

用
途
地
域
　
第
１
種
住
居
地
域

特
定
健
診
・
健
康
診
査
の
受
診
期
限
は

３
月
31
日
㈯
！ お

知
ら
せ

夜間納税・相談窓口
◆開設日時
12月 1日㈮
午後５時 15分～８時

問市役所２階収税課☎2998-9073

１月４日㈭
▶固定資産税・都市計画税（第３期）
▶国民健康保険税（第６期）

納期限のお知らせ

10 ～ 12月は
滞納整理
強化期間！

取り扱い業務
転入・転出・転居などの手続き
印鑑登録、住民票や戸籍などの証明書
国民年金の手続き
国民健康保険の手続き
後期高齢者医療制度の相談※
課税・非課税証明書、納税証明書
市税・国民健康保険税の納付
納税相談※
まちづくりセンターでは※はできません。
業務の詳細は、事前にご確認ください。

午前8時30分
～午後0時30分

毎月第２・４土曜午前

休日開庁
場 市役所 1階・まちづくりセンター
　（並木除く）

12月9日㈯・23日㈷

問経営企画課☎ 2998-9027

夜間や祝休日もコンビニ
で住民票や印鑑登録証明
書が受け取れます。

マイナンバーカードが便利♪

所
沢
の
３
つ
の
お
酒
。

「
そ
ろ
え
て
お
き
た
い
３
ア
イ
テ
ム
」

に
例
え
る
と
？

ヒ
ン
ト
・
２
面 

応
募
方
法
は
15
面

所
沢
の
三
○
ゅ
の
神
器

　
対
象
者
に
５
月
に
受
診
券
を
郵
送
し
て

い
ま
す
。
忘
れ
ず
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
だ
受
診
し
て
お
ら
ず
、
お
手
元
に
受

診
券
が
な
い
方
は
、
加
入
す
る
保
険
の
担

当
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対 
①
40
歳
以
上
の
所
沢
市
国
民
健
康
保
険

加
入
者
②
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
制
度
加
入
者

受
診
医
療
機
関
　
市
内
協
力
医
療
機
関

自
己
負
担
額

　
８
０
０
円

問 
①
国
民
健
康
保
険
課
☎
２
９
９
８
‐
９

１
３
１
②
同
課
後
期
高
齢
者
医
療
担
当

☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
８

が
ん
集
団
検
診
の
申
し
込
み
期
限
は

１
月
31
日
㈬
（
一
部
受
付
終
了
）

対 

象
検
診

　
▼
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
う
大

腸
が
ん
検
診
▼
協
力
医
療
機
関
で
行
う

個
別
検
診
（
乳
が
ん
・
子
宮
頸け

い

が
ん
・

大
腸
が
ん
）

◎
詳
細
は
「
健
康
ガ
イ
ド
と
こ
ろ
ざ
わ
」、

市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
保
健
セ

ン
タ
ー
で
行
う
が
ん
検
診
（
胃
が
ん
・
肺

が
ん
・
乳
が
ん
）
は
、
定
員
に
達
し
た
た

め
受
け
付
け
を
終
了
し
ま
し
た
。

平
成
30
年
４
月
か
ら

保
育
料
が
変
わ
り
ま
す

主 

な
変
更
点
　
▼
保
育
料
を
決
め
る
際
の

「
年
少
扶
養
控
除
の
再
計
算
（
16
歳
未

満
の
扶
養
控
除
の
適
用
）」
を
廃
止
▼

保
育
認
定
の
保
育

料
に
、「
３
歳
児
」

区
分
を
新
設
▼
第

３
子
以
降
の
０
〜

２
歳
児
の
保
育
料

を
無
料
化

◎
詳
細
は
市
HP
（

保
育
料
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問 
保
育
幼
稚
園
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
６

特
別
児
童
扶
養
手
当

対 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３

級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
重
度
の
内
科
疾

患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
③
精

神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で
①
②
と
同
程

度
の
障
害

手
当
月
額

　
▼
１
級
…
５
１
、４
５
０
円

　
▼
２
級
…
３
４
、２
７
０
円

留 

意
事
項

　
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

生
計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の

所
得
制
限
あ
り
▼
子
ど
も
が
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
施
設
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問 
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
３

障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト
！

児
童
発
達
支
援
施
設

　
市
の
決
定
後
に
各
施
設
と
利
用
契
約
を

結
び
ま
す
。

◆
こ
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー

場 
泉
町
１
８
６
１
‐
１

　
☎
２
９
２
２
‐
２
１
１
８

対 
発
達
障
害
ま
た
は
そ
の
特
性
が
あ
る
お

お
む
ね
２
歳
半
以
上
の
未
就
学
児

◆
松
原
学
園

場 
中
富
１
５
３
５
‐
１

　
☎
２
９
９
０
‐
３
４
８
８

対 
知
的
・
精
神
障
害
（
発
達
障
害
含
む
）

　 

が
あ
り
、
入
園
年
度
当
初
の
年
齢
が
満

あ
な
た
も
ス
ク
リ
ー
ン
デ
ビ
ュ
ー
！

市
民
エ
キ
ス
ト
ラ
・
ロ
ケ
地
を
募
集

　
市
内
で
撮
影
す
る
映
画
・
テ
レ
ビ
番

組
・
Ｃ
Ｍ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

　
撮
影
が
可
能
な
一
軒
家
や
企
業
な
ど

の
ロ
ケ
地
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

問 

商
業
観
光
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
５


